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皿日本輝宗寺院 に關す る考察

日
本
輝
宗
寺
院
に
関
す
る
考
察

和
漢
暉
刹
次
第
の
研
究

本
研
究
誌
の
前
號

(五
二
號
)
に
お
い
て
塔
頭
寺
院
の
性
格
を
考

察

し
た
の
で
あ
る
が
、
五
山
の
塔
頭
寺
院
に
關
し
て
は
、

大
艦
江

戸
時
代
初
期
に
書
か
れ
た
和
漢
暉
刹
次
第
な
る
書
物
が
あ
り
、

五

山
十
刹
の
制
度
以
後
江
戸
時
代
初
期
ま
で
塔
頭
寺
院
が
追
加

さ
れ

て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
書
物
に
つ
い
て
、
績
群
書
類
從
第
廿
八

輯

上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
和
漢
繹
刹
次
第
を
申
心
に
書
誌
學
的
研

究

を
し
て
み
た
い
。

EDCBA

 

FG

和
漢
暉
刹
次
第

倭
漢
暉
刹
次
第

倭
漢
繹
刹

倭
漢
暉
刹
集

倭
漢
暉
刹
次
第

倭
漢
暉
刹
次
第

和
漢
+
刹
次
第

巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻

績
群
書
類
從
廿
八
上

駒
澤
大
學
圖
書
館
藏

雨
足
院
藏

爾
足
院
藏

爾
足
院
藏

今
津
洪
嶽
教
授
藏

爾
足
院
藏

皿

大

石

守

雄

H

倭
漢
輝
刹
記
抜

一
巻

雨
足
院
藏

以
上
の
八
本
は
A
以
外
は
全
部
篤
本
に
て
、

右
記
以
外
に
も
あ
る

様
だ
が
原
稿
に
す
る
迄
に
は
蒐
集
出
來
な
か

つ
た
。

先
づ
A
和
漢
輝
刹
次
第
は
、

B
の
駒
澤
大
學
藏
本

と
同
文

に

て
、

多
分
B
本
よ
り
A
本
の
綾
群
書
類
從

に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ

ら
う
。

そ
の
内
容
を
概
略
し
て
見
る
と
我
が
國
の
輝
寺
、
特
に
南

輝
寺
を
五
山
之
上
と
し
て
、
京
都
五
山
、

鎌
倉
五
山
を
初
め
、
畿

内
七
道
六
十
六
ケ
國
の
百
九
十
四
の
輝
寺
及

び

大
唐

の

五
山
十

刹
、
甲
刹
に
關
し
て
、

そ
の
開
山
又
は
世
代
、
境
致
、
塔
頭
等
の

こ
と
が
記
し
て
あ
る
。

南
暉
寺
に
は
塔
頭

(寮
舎
を
含
む
)
六
十

二
寺
。

天
龍
寺
の
塔
頭

は

十
四
寺
、

相
國
寺

の
塔
頭
は
三
十
三

寺
、
建
仁
寺
の
塔
頭
は
四
十
二
寺
。

東
頑
寺
に
は
六
十
三
塔
頭
、

萬
壽
寺
、
建
長
寺
に
は
塔
頭
は
二
十
九
寺
、
圓
覧
寺
の
塔
頭
は
三

十
七
寺
、
壽
幅
寺
の
塔
頭
は
七
ケ
寺
、
澤
智
寺
、

浄
妙
寺
な
ど
、
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京
都

・鎌
倉
の
五
山
と
、

全
國
暉
寺
十
刹
の
位
次
に
は
三
十

一
ケ

寺
。
ま
た
關
東
十
刹
に
は
十
二
寺
が
あ
げ

て
あ
り
、

日
本
諸
國
諸

山

の

麗
院

と
し
て

五
畿
内

二
十

一
寺
、
東
海
道
十
五
國
三
十
九

寺
、
東
山
道
八
國
三
十
五
寺
、
北
陸
道
七
國
二
十

一
寺
、

山
陰
道

八
國
十
八
寺
、
山
陽
道
八
國
二
十
二
寺
、
南
海
道
六
國
九
寺
、

西

海
道
九
國

二
十
九
寺
を
記
し
。

大
唐
輝
刹
位
次
に
は
、
大
唐
暉
刹

位
次
に
は
、

五
山
、

十
刹
、

甲
刹

(三
十
二
寺
)

を
あ
げ
て
い

る
。
さ
ら
に
豊
州
羅
漢
寺
舎
利
塔
銘
、

羅
漢
石
佛
縁
起
、
高
城
寺

佛

殿
上
梁
銘
、
申
峯
派
之
宗
系
、

東
大
寺
大
佛
殿
縁
起
之
抜
書
、

暉
宗

與
公
家
配
官
之
次
第
な
ど
の
ほ
か
に
最
澄

(
七
六
六
～
八
二

二
)、
役
行
者

(
六
三
四
ー
)、
行
基

(
六
七
〇
ー
七
四
九
)

の
傳

記

の

一
部
を
牧
め
、

灘
刹
に
直
接
關
係
の
無
い
も
の
が
牧
録
さ
れ

て

い
る
。
南
琿
寺
塔
頭
の
絡
り
に
次

ぎ
の
こ
と
が
あ
げ
て
あ
る
。

右
南
縄
寺
者
。
爲
勅
願
皇
居
之
間
。
可
爲
五
山
之
上
者
也
。

価

於
長
老
書
蕾
之
位
者
。

可
爲
天
龍
建
長
之
上
。

至
自

絵

五
山

者
。
随
京
都
鎌
倉
之
所
在
。
相
互
可
爲
賓
主
禮
之
状
如
件
。

至
徳
三
年
丙
寅
七
月
十
日

左
大
臣
御
到

(百

二
代
小
松
院
年
號
)

(北
)

(鹿
苑
院
殿
義
満
東
山
殿
也
)

南
暉
寺
座
位
事
。
可
爲
天
下
第

一
五
山
之
状
如
件
。

至
徳
三
年
七
月
十
日

左
大
臣
御
到

義
堂
和
尚

天
龍
寺
座
位
事
。
可
爲
五
山
第

一
状
如
件
。

元
章
和
尚

(
二
十
二
世
入
院
、
已
後
當
寺
座
位
)

五
山
第

一
天
龍
寺
住
職
事
。
任
先
例
。

可
被
執
務
之
状
如
件
。

至
徳
三
年
八
月
十

二
日

左

大

臣

徳
曼
和
上
第

一
開
有
帖
云
天
龍
四
十
五
世
座
位
復
轄
第

一
山

鷹
永
十
七
年
庚
寅

二
月
廿
八
日

(小
松
院
年
號
相
公
鹿
苑
義
満
)

京
師
南
暉
寺
五
山
之
上

天
龍
寺
五
山
第

一

相
國
寺
五
山
第
二

建
仁
寺
五
山
第
三

束
幅
寺
五
山
第
四

萬
壽
寺
五
山
第
五

鎌
倉

建
長
寺

圓
魔
寺

壽
頑
寺

澤
智
寺

澤
妙
寺

さ
ら
に
縄
宗
與
公
家
配
官
之
次
第
に
は
、

南
輝
天
龍
爾
寺
者

建
長
以
下
至
深
妙
者

等
持
暉
興
日
下
者

李
僧
者

行
堂
者
任
法
眼

配
准
三
宮
也

准
太
政
大
臣
也

准
大
納
言
也

准
中
納
言
也

准
四
位
殿
上
人
云
々

右
記
目
者
聞
庭
田
大
納
言
家
詮
焉

永
隷
八
年
乙
丑
暮
春
吉
日

現
鹿
苑
集
尭

在
印

一二三四五
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(雲
頂
院
仁
如
和
爾
也
)

と
あ
る
。

ま
た
五
山
の
内
塔
頭
に
つ
い
て
詳
細
を
極
め
て
い
る
の

は
東
頑
寺
で
あ
る
。
東
頑
寺
住
持
の
世
代
の
順
に
塔
頭
を
あ
げ
る

と
共
に
、
塔
頭
を
作
ら
な
か
つ
た
世
代
の
租
師
を
あ
げ
、

最
後
は

「
二
百
十
三
世
恵
心
、
永
緑

二
年
己
未
十
月
入
寺
」
と
あ
る
。

さ

ら
に
正
法
山
妙
心
寺
塔
頭
敷
之
魔
な
る
も
の
が
あ
り
、

七
十
六
塔

頭

と
龍
安
寺
も

二
十

一
寛
塔
頭
を
あ
げ
、
文
十
年
二
月
廿
二
日
迄

と
し
て
あ
る
。

し
か
し
て
巻
末
に
貞
享
戊
辰
四
月
十

一
日
捜
校
了

し
て
あ
る
。
こ
の
書
物
の
中
で
最
も
降
る
年
號
で
あ
る
。

C
倭
漢
輝
刹
は
建
仁
寺
塔
頭
爾
足
院
藏

の
も
の
で
内
題
は
倭
漢

暉
刹
次
第
と
あ
り
、
A
よ
り
比
較
し
て
塔
頭
数
は
同

じ

で

あ

る

が
、
そ
の
絡
り
は
三
教
出
興
頬

(迦
維
羅
衛
國
)

な
る
も
の
が
あ

る
。繹

迦
降
=跡
迦
維
衛

一。
周
昭
甲
寅
廿
四
歳
。

穆
王
壬
申
五
十
二
。
如
來
八
十
鋸
γ眞
際
。

滅
後

一
千
十
六
年
。
教
法
東
傳
漢
明
帝
。

佛
生
四
百
二
十
二
。
老
子
方
生
定
王
世
。

佛
生
四
百
七
十
七
。
孔
子
奥
王
方
誕
γ質
。

爲
報
榮
生
雅
子
知
。
哲
分
三
足
還
阪

一
。

四
明
石
芝
繹
宗
暁
注
云
。

此
頒
自
昔
流
佛
傳
而
不

知

著

述

之

者
、
老
子
至
景
王
貴

二
十
四
年
庚
辰
、

年
十
五
見
周
徳
衰
、
途

入
繭
谷
關
、
倶
サ
喜
之
流
沙
西
服
巨
勝
之
境
、
莫
知
所
終
也
、

孔
子
周
年
七
十

二
魯
哀
公
十
六
年
當
敬
王
四
十

二
年
壬
戊
歳
、

四
月
十

一
日
、
午
時
彊
、
繹
教
構
衆
生
、
道
家
日
榮
生
。

と
あ
り
。
以
下
縄
宗
の
法
系
圖
が
記
さ
れ
、

大
農
室
町
時
代
の
玉

碗
梵
芳

(に

九
四
)、
岐
陽
方
秀

(
醇

藍

ま
で
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

特
に
東
幅
寺
門
派
の
法
系
が
詳
し

い
の
も
特
色
で
あ
る
。

D
倭
漢
輝
刹
集
は
爾
足
院
世
代
の
利
峰
東
鏡
の
筆
窩

し
た
も
の

で
、
初
め
に
倭
漢
暉
刹
次
第
と
あ
り
、

此

の
部
分
は
大
艦
前
に
同

じ
蕩

る
。
春
末
に
東
奪

塔
頭
芽
陀
利
華
院
定
山
懇

(仁

セ
配
)佃
の
績
正
法
論

一
巷
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
貞
治
六
年

(正
卒
二
十
二
年

二
二
六
七
)
九
月
に
中
國
五
毫
山
に
途

つ
た
も

の
で
、
そ
の
文
僻
激
烈
に
し
て
、

そ
の
た
め
鷹
安
山
徒

の
敷
訴
を

惹
起
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の

一
部
を
あ
げ

る
に
、

…
…
(上
略
)
…
…
又
園
城
寺
之
悪
窯
者
、
濁
爲
二
三
井
之
蝦
莫

一、

於
干
r畜
尤
劣
者
也
、
不
レ見
=大
悔
浩
紗

一、

焉
知
一一瑞
龍
之
所
ア

蠕
哉
、
凡
見
=顯
密
爾
宗
之
法
度
一、
更
背

=佛
神
三
寳
之
冥
鷹

一、

所
以
者
何
、
或
以
三
ハ
鱈

三
略
一而
爲
=
三
密
四
曼
之
臭
藏
一、

或

以
=
五
逆
十
悪
一而
爲
=十
如

一
實
之
深
域

一　
、

是
可
γ忍
敦
不
γ

可
レ忍
乎
。
鳴
乎
悲
哉
　
、
徒
汚
=佛
法
之
名
字

一而
還
作
=僧
寳

之
障
碍

一、
誠
是
射
人
含
レ射
食
γ柱
轟
虫
也
、
或
以
一南

輝
佛
土

荘
嚴

一、

而
起
=我
慢
邪
埆
上
慢
之
瞑
悉

一、
或
妬
=春
屋
之
法
道

興
隆

一、
而
諸
=戒
香
定
香
解
脱
香
之
秘
密

一、

縦
究
二佛
界
魔
界

衆
生
界

一、

寧
有
=如
レ此
之
凶
蕪

一、

(下
略
)…
…
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と
あ
る
。
こ
の
書
物
の
年
代
は
、
「
永
緑

二
己
未
季
秋

廿

二
、

於

09

解
空
室
内
篤
之
畢

(以
惟
杏
上
司
本
篤
之
険
聞
四
十
九
齢
)、。

ま

た

「寛
永
第

三
歳
舎
丙
寅
仲
秋
十
九
於

一
華
桃
口
國
灯
以
龍
眠
剛

09

外
令
柔
本
篤
之
、
片
雲
六
十
六
齢
」
。
と
あ
る
。

E
倭
漢
縄
刹
次
第
は
C
本
に
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、

南
暉
寺

正
的
院
末
寺
な
る
文
が
あ
り
、

十
三
の
末
寺
と
正
的
院
の
世
代
が

記
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に
、

働

延
享
四
年
丁
卯
孟
夏
就
干
河
珊
塾
井
邑
萬
松
山
眞
観
護

國
輝
寺

假
斯
書
以
舞
寓
焉
畢
　
。

と
あ
る
。

F
倭
漢
暉
刹
次
第
は
今
津
洪
嶽
博
士
所
藏

の
も
の
に
て
、
塔
頭

が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
天
龍
寺
は
五
十
七
塔
頭
に
、

建
仁
寺
の
塔

頭

は
五
十

一
寺
に
な
り
、
東
煽
寺
は

「
私
加
入
、

東
編
寺
塔
所
現

存
之
庭
。
私
誌
之
、

廿
七
」。

と
し
て
、

A
本
の
六
十
三
塔
頭
に

廿

七
寺
を
加
え
て
九
〇
寺
の
塔
頭
が
記
さ
れ
て
い
る
。

又
巻
末
に

「
文
政
元
戊
寅
霜
月
、
光
機
表
紙
修
寓
」
。
と
あ
る
。

G
和
漢
十
刹
次
第
と
し
て
内
題
に

「
日
本
伽
藍
記
」

と
あ
る
。

つ
ま
り
南
暉
寺
を
五
山
之
山
と
し
て
京
都

・
鎌
倉
の
各
五
山

の
境

致

と
、
諸
刹
位
次
第
、

十
刹
次
第
、
甲
刹
の
寺
名
を
記
し
、
大
朱

諸
寺
位
次
に
は
五
山
、
十
刹
、

甲
刹
の
寺
名
を
あ
げ
る
の
み
で
あ

る
。
こ
の
書
物
は
附
録
と
し
て
、

中
陰
勤
行
次
第
や
建
仁
法
式
古

規

(爾
足
院
の
住
持
で
あ
つ
た
春
澤
永
恩
の
自
筆
)

が
記
さ
れ
て

い
る
。

H
倭
漢
暉
刹
記
扱
は
内
題
に
は
他
本
倭
漢
暉
刹
集
抜
葦
並
銘
記

等
と
あ
る
。
倭
漢
琿
刹
次
第
の
抜
葦

ら
し
く
南
暉
寺
は
五
。
天
龍

寺
は
四
十
四
。

相
國
寺
は

一
〇
。
建
仁
寺
は
十
五
。
東
幅
寺
は

一

〇
の
各
塔
頭
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
山
城
州
東
山
法
観
繹
寺

佛
舎
利
塔
記
。

重
修
法
観
寺
塔
と
縁
疏
並
序
。
前
住
高
源
明
谷
聰

公
和
尚
大
縄
師
肖
像
贅
並
行
状
。

前
住
高
源
濾
漢
大
和
尚
蟹
並
行

状
。
建
仁
寺
殿
鐘
銘
。

東
山
建
仁
縄
寺
廣
灯
庵
修
造
募
縁
帳
。
瑞

岩
山
高
源
寺
遠
漢
和
尚
之
行
實
。

封
馬
光

八
幡
宮
鐘
銘
。
琿
林
寺

起
願
事
。
達
磨
寺
中
興
記
。
な
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